
市有財産（金地金）売払いに伴う入札説明書 

金地金売払いに係る入札執行及び契約の締結については、入札公告に定める

事項及びその他関係法令に定める事項のほか、この入札説明書に基づき実施す

るものとする。なお、入札参加者は、この入札説明書及びその他関係法令を熟

知のうえ入札するものとする。 

 

１ 公告日  令和７年１０月１７日 

 

２ 担当部署 

   土岐市総務部総務課契約係 

   電話  ０５７２－５４－１１１１（内線５２８） 

   ＦＡＸ ０５７２－５４－１１２７ 

住所 〒５０９－５１９２ 岐阜県土岐市土岐津町土岐口２１０１番地 

 

３ 一般競争入札により売り払う動産 

品名 数量 最低買取率※ 

金地金（クレディスイス(CREDIT SUISSE)製）1 ㎏ 1 本 100.00％ 

備考 

・ 買取率とは、田中貴金属工業株式会社が入札日当日午前 9 時 30 分に公表し

た「店頭買取価格（税込）」を基準額として、当該基準額に乗ずる換金率

のこと。以下「買取率」という。 

・ 最低買取率とは、あらかじめ本市が定めた最低買取率であり、これを下回

る入札は無効とする。 

 

４ 仕様内容（買取方法、買取条件等） 

（１）  入札においては、田中貴金属工業株式会社が公表している店頭買取

価格（税込）を基準に金地金の買取率（％）を入札書に記載するこ

と。 

（２）  実際の買取代金は、田中貴金属工業株式会社が買取日当日午前 9 時

30 分に公表した店頭買取価格（税込）に、落札した買取率及び金地金

の重量を乗じた額とする。 

（３）  買取日は、令和７年第５回土岐市議会定例会議決後から令和 8 年 1

月 30 日（金）までの間で、落札者と市が協議により定めた日とする。 



（４）  入札にあたり、事前に金地金の査定・真贋の場は設けない。 

（５）  買取代金は、一括で支払うこと。 

（６）  買取は、落札者と市が協議により定めた場所で行うこととし、当市

立会いの下、査定・真贋、買取代金の支払いまで完了し、その後、金

地金を引き渡すこととする。なお、立会い、買取、査定・真贋、買取

代金の支払いに要する費用は、落札者の負担とする。 

（７）  査定・真贋の結果、万が一正規品でなかった場合は、買取は行わな

いこととする。なお、金地金の引渡し以降の返品・返金等の申し出は

一切受け付けない。 

 

５ 入札の参加に必要な資格 

（１）  土岐市指名競争入札の実施に関する要綱（平成２７年土岐市訓令甲

第６号第２条に規定する指名競争入札者名簿（以下「指名競争入札者

名簿」という。）に登載されている者であること。 

（２）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（３）  会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「会社更生法」とい

う。）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立て

（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生

事件に係るものを含む。）をした者にあっては、同法第１９９条第１

項若しくは第２項又は第２００条第１項の規定による更生計画認可の

決定を受けていること。 

（４）  民事再生法（平成１１年法律第２２５号。以下「民事再生法」とい

う。）第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立て

がなされた者にあっては、同法第１７４条第１項の規定による再生計

画認可の決定を受けていること。 

（５）  入札の公告の日から開札の日までの間に、土岐市指名停止措置要綱

（平成７年土岐市訓令甲第５号）第１条第１項に基づく指名停止の措

置を受けていないこと。 

（６）  土岐市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年

土岐市告示第１１４号）の別表に掲げる排除措置要件のいずれかにも

該当しないこと。 

（７）  入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係がな

いこと。なお、次の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目

的に当事者間で連絡を取ることは、談合等不正な行為とは解さない。 

① 資本関係 



次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が 

    民事再生法の規定による再生手続開始の決定又は会社更生法の規定に 

よる更生手続開始の決定を受けた会社である場合を除く。 

 ア 親会社と子会社の関係にある場合 

 イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

次のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方 

が会社更生法第２条第７号に規定する更生会社又は再生手続が係属中 

の会社である場合を除く。 

 ア 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

 イ 一方の会社の役員が他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記①及び②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認 

められる場合 

 

６ 入札の参加に必要な資格を得るための申請方法 

上記５の(1)に掲げる資格を有していない者でこの入札に参加を希望する 者

は、「令和６～８年度（物品購入・役務提供等）土岐市 指名競争入札参加資

格審査申請書」により申請を行い、受付印が押印された「受付一覧表（令和６

～８年度）」の写しを上記５の(1)の競争入札参加資格を証する書類として申

請時に併せて提出すること。 

（１） 申請書類の受付期間 

令和７年１０月１７日（金）から令和７年１１月４日（火）まで（土曜

日、日曜日及び祝日を除くものとし、午前９時から午後５時まで。） 

（２） 申請書用紙等を配布する場所及び受付場所 

２に同じ。なお、様式等は下記ＵＲＬからダウンロードできます。 

https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1004880/1006994.html 

 

７  入札手続等に関する事項 

（１） 契約条項を示す場所 

２に同じ。 

（２） 入札の参加に必要な資格の確認 

ア 入札に参加しようとする者は、次に定める期限までに競争入札参加

資格 確認申請書（申請書その他この入札に関する様式は２で交付又

は次のＵＲＬ

https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1004884/1010655.ht

https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1004880/1006994.html
https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1004884/1010655.ht


ml からダウンロードできます。）、５の(1)から(6)までに係る当該

申請書に定める書類を、２の担当部署へ持参又は郵送し、入札の参加

に必要な資格の確認を受けなければならない。期限までに申請書を提

出しない者又は入札の参加に必要な資格がないと認められた者は、入

札に参加することができない。 

イ 提出期限 令和７年１１月４日（火）午後５時まで。 

ウ 入札の参加に必要な資格の確認結果 令和７年１１月７日（金）ま 

でに文書またはＦＡＸで通知。 

（３） 入札者の資格の喪失 

入札者は、入札期日までにおいて、次の場合のいずれかに該当すること

となったときは入札者の資格を失うものとする。 

ア 入札者について、破産手続開始、会社整理開始、会社更正手続開始

又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。 

イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事

実があり、入札者の業務執行が困難になると見込まれるとき。 

ウ その他本件に着手し、又は本件を遂行することが困難になるとみら

れる事由が発生したとき。 

（４） 入札に関する質問 

入札に関する質問がある場合は、次のとおり書面を提出すること。 

ア 提出期間 令和７年１０月１７日（金）から令和７年１０月２４日

（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除くものとし、午前９時から

午後５時まで） 

イ 提出場所 ２に同じ。 

ウ 提出方法 ＦＡＸによる提出とする。 

エ 質問による回答 令和７年１０月２８日（火）土岐市のホームペー

ジにおいて公表を行うものとする。 

（５） 入札の日時及び場所 

ア 日時  令和７年１１月１３日（木）午前１０時 

イ 場所  岐阜県土岐市土岐津町土岐口２１０１番地 

               土岐市総務部総務課契約係 

（６） 入札保証金 

免除 

（７） 入札方法等に関する事項 

ア  入札方法 郵便入札 

イ 郵送方法 書留郵便により確実に郵送先まで送付すること。 

（持参可） 



④  郵送先 ２に同じ 

⑤  その他注意事項 入札書は封筒に入れ密封のうえ、入札者の氏名

を表記し、封筒の封皮に「金地金売払いに関する入札書在中」と朱

書きすること。これら２通を封筒に入れて二重封筒とし、表面に

「金地金売払いに関する入札書在中」と朱書し、令和７年１１月１

２日（水）午後５時までに必着させなければならない。 

   ウ 入札書には、見積もった買取率（％）を小数点以下第 2 位まで記載

すること。 

   エ 入札書には、買取率（％）及び日付（記入日）を記入し、記名押印

のうえ封入、封かん、封印し、入札者の氏名及び件名を表記する。宛

名は「土岐市長」とする。記載事項を訂正した時は訂正印を必要とす

る。封印方法は、次のＵＲＬにある封筒様式を参照すること。

（https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1004879/1002113.

html） 

（８） 開札の日時及び場所 

      ６の(5)のイの場所において行う。 

（９） 開札に関する事項 

ア 開札の立会いは希望制とし、３名を上限とする。上限を超えた場合 

は先着順とする。立会いを希望する場合は、開札日の前日正午までに

「開札立会申請書」をＦＡＸにて送信すること。（原本を提出する必要

はありません。） 

    イ 開札の立会いを希望する者がいない場合は、入札事務に関係のない職

員を立ち会わせて行う。 

（１０） 落札者決定の方法 

    ア 最低買取率以上かつ最高買取率をもって有効な入札を行った入札

者を落札者とする。 

    イ 落札者が決定したときは、当該落札者に電話またはＦＡＸにて通

知するものとする。 

ウ 落札となるべき同率の入札をした者が２者以上あるときは、土岐 

市郵便入札実施要綱第１０条に規定するじゃんけんにより落札者を

決定する。 

（１１） 入札の無効 

       土岐市契約規則第１４条及び土岐市郵便入札実施要綱第９条に規定す

る入札は、無効とする。 

（１２） 入札の辞退 

    入札参加資格がある旨の通知を受けた者が入札を辞退しようとすると

https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1004879/1002113.


きは、入札書提出期限までに入札辞退届を２の担当部署に提出するこ

と。提出方法は、持参または郵送による。 

（１３） 入札又は開札の中止による損害 

    天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができ

ないときは、これを中止する。入札又は開札の中止による損害は、入札

者の負担とする。 

（１４） その他 

       ア 電信による入札は認めない。 

    イ 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回すること

はできない。 

    ウ 入札書は、あらかじめ契約担当者が指示したものとする。 

    エ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語

及び日本国通貨に限る。 

       オ 落札者は、消費税及び地方消費税の免税業者の場合、その旨（様

式は任意とする。）届出を行なければならない。 

カ この契約は、議会の議決を得た後、本市が落札者に対してこの契

約を本契約とする旨の意思表示をしたときに本契約となる仮契約と

する。 

キ 本市は、議会で議決を得られなかった場合は、落札者に対してい

かなる責任及び費用負担を負わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



金地金（クレディスイス(CREDIT SUISSE)製）重量：1 ㎏ 品位：999.9 

 


